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（２）審理官制度の創設
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ご意見お寄せいただき、ありがとうございました。

●該当箇所（どの部分についてのご意見か、該当箇所が分かるよう明記してください）
５頁

●意見内容
審理官の第三者的性格を強化すべきである。

●理由（可能であれば、根拠となる資料等を添付してください）
１．ノーリターン・ルールについて
審理官の独立性を確保するために、ノーリターン・ルールを制度化することにより、
審査庁での任期を終えた後に関係省庁に戻らないようにすべきである。関係省庁に戻
ることが前提にあれば、不利益な扱いをおそれて公正な判断ができない可能性がある。
２．審理官の採用について
  審査庁の公正性を確保するために、過半数を超える者を外部人材とすべきである。
そのため、審理官の人数不足が発生する可能性があるため、非常勤の審理官制度を設
け、その担い手として弁護士・税理士等の外部人材を登用すべきである。
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